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これまでの経緯について 

 
平成 20 年 10 月 15 日 

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 
 
１．これまでの経済センサスの各府省の検討 

経済センサスに関しては、有識者を交えた各府省等の会議において検討が進められ、これまで統計

主管部局長等会議申合せが二回行われたところ。工業統計との関係に係る申合せ事項は次のとおり。 

 （平成18年４月６日申合せ） 

  ①同一時点における我が国全体の産業を対象とした経済センサスの実施 

  ②経理事項を調査する平成23年経済センサスは、平成23年６～７月の間に実施 

  ③それに伴い、従来の年末実施の平成22年工業統計調査が同調査に統合 

   ※合意の際、内閣府からは、国民経済計算の確報推計に必要な情報の早期提供の検討を要望。 

 

（平成20年５月15日申合せ） 

①平成23年経済センサスは、平成23年７月１日に実施 

 

これにより、平成22年工業統計調査が22年12月末から23年7月1日に半年遅れで実施されることとな

り、その公表時期も遅れる可能性がある。また、経済産業省は、23年以降対象の工業統計調査も従来

の当年末から翌年７月頃実施し、公表の遅れが定常化する可能性が高く、また、調査事項や調査対象

の縮減も検討中とのことである。 

 

２．国民経済計算部会報告に至った趣旨 

  基本計画部会等において、経済センサスに関する議論が行われていた。また、国民経済計算部会に

おいても、経済センサスがＳＮＡ確報に与える影響について、前回の会議において、内閣府から説明

し、今回の会議において関係府省から検討結果の報告を行うこととされている。さらに、８月20日の

統計委員会において、これらは、基本計画案にも大きく関係する問題であることから、基本計画部会

に対しても検討結果の報告を行うこととされている。 

 

３．これまでの内閣府の対応 

 内閣府において、以下のように対応しているところ。 
 
○ 確報推計においては、従来、９月末までに、工業統計調査（速報）の「産業別出荷額伸び率」、「産

業別在庫増減額」を入手し、10 月下旬までにコモディティ・フロー法による商品別（約 2100 分類）

産出額、需要項目別配分額を推計、11 月から順次 GDP 等確報計数を公表しているところであり、

時間的な余裕は皆無である。 

資料４－２ 
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工業統計調査結果の利用状況（生産動態統計との対応関係） 

 
＊ 確報への主な利用 
 （前年分 － 工業統計調査（速報）） 
   （付加価値推計に利用） 
     ・ 産業別の投入額（原材料、燃料、電力使用額） ・・生産動態なし 
   （生産額推計に利用） 
     ・ 産業別の委託生産費・製造等に関連する外注費・転売品仕入額 ・・生産動態なし 
     ・ 産業別の製造品出荷額 ・・生産動態では限られた業種・品目のみ、また、生産額・品目

によっては生産量のみ 
     ・ 産業別のその他収入額 ・・生産動態なし 
   （在庫額推計に利用） 
     ・ 産業別の製造品在庫額 ・・生産動態では品目によっては量（単価なし） 
     ・ 産業別の半製品及び仕掛品在庫額 ・・生産動態なし 
     ・ 産業別の原材料及び燃料在庫額 ・・生産動態では限られた業種・品目のみ 
 
 （前々年分 － 工業統計調査 品目編） 

    （Ｖマトリックスに利用） 
      ・ 産業別・品目別の製造品出荷額 ・・生産動態なし 
 
 ＊ 確々報への主な利用（前々年分） 確報への利用と重複は除く。 

   （付加価値推計に利用） 
     ・ 産業別の減価償却額 ・・生産動態なし 
   （生産額推計に利用） 
     ・ 産業別の加工賃収入額、修理料収入額 ・・生産動態なし 
 

 
○ 内閣府としては、工業統計調査（速報）を利用しない場合、国内総生産（支出側）の推計方法であ

るコモディティ・フロー法及び産業別国内総生産（付加価値）の推計方法である付加価値法など基幹

的な物的接近法による推計体系を維持できないと考えており、工業統計調査（速報）の公表時期の遅

れは、確報推計の遅れに直結し、例えば政府経済見通し作成に間に合わない事態となる。 
 

年次推計データのユーザー（経済財政運営部局、都道府県等） 

 

11 月 支出系列・雇用者報酬（QE と同程度） 

  →  「政府経済見通し」（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）） 

  →  「進路と戦略」（内閣府政策統括官（経済社会システム担当））  など 

 

12 月 フロー編（QE＋生産＋分配＋財政＋所得支出勘定など） 

  →  「政府経済見通し」（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）） 

  →  「進路と戦略」（内閣府政策統括官（経済社会システム担当）） 

  →  県民経済計算（各都道府県）（３月）※ なお、本データを利用して、各都道府県において県民経

済計算が公表されるのは翌年８月～翌々年２月まで 

 

２月 ストック編 

  →  ＯＥＣＤ（フロー編のデータもあわせて） 
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○ これらを踏まえ、内閣府としては、以下のように対応しているところ。 

  ① 平成 23 年経済センサスのデータ提供（平成 22 年工業統計調査結果相当分）が平成 23 年９月

末までに行われない場合、現状の確報と同様の方法による年次推計結果を公表することはできず、

また、想定しうる基礎統計の下では代替手法も困難であると考えているが、対応について引き続

き関係機関と検討を行う。 

  ② 平成 23 年以降を対象とする工業統計調査については、引き続き、経済産業省に対して、現状

と同時期に、同等のデータを提供するように要望したい。 

  ③ 平成 23 暦年以降を対象とする工業統計調査の実施時期・結果の早期提供及び平成 23 年経済セ

ンサス実施以降の国民経済計算の精度向上のため、引き続き関係機関と、具体的検討を行う。 
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「政府経済見通し」 「進路と戦略」
○ ○

フロー編
Ⅰ 統合勘定

1 国内総生産と総支出 ○
1.3 固定資本減耗 　 ○

4 海外勘定
5.5 経常対外収支 　 ○
6.3-6.2 資本移転等（純） 　 ○
7.2 資金過不足 　 ○

Ⅱ 制度部門別所得支出勘定
1 一国経済 ○（各項目）
1.5 生産・輸入品に課される税(受取) 　　 ○
1.5 (1)a.付加価値税（ＶＡＴ） 　 ○
2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 　 ○

2 非金融法人企業 　
2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 　 ○

3 金融機関
2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 　 ○

5 家計 ○（各項目）
1.3 営業余剰・混合所得（純） 　 ○
2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 　 ○
2.4 可処分所得（純） 　 ○

6 対家計民間非営利団体
2.3 可処分所得（純） 　 ○

Ⅲ 制度部門別資本調達勘定
1 非金融法人企業
1.5 貯蓄投資差額 　 ○

2 金融機関
1.4 貯蓄投資差額 　 ○

4 家計（個人企業を含む）
1.5 貯蓄投資差額 　 ○

5 対家計民間非営利団体
1.4 貯蓄投資差額 　 ○

Ⅳ 主要系列表
1 国内総支出（名目）
1.(1) 帰属家賃 　 ○

（参考）海外からの所得の純受け取り 　 ○
2 国民所得・国民可処分所得の分配 ○（各項目）
1.雇用者報酬 　

1.(1)賃金・俸給 　 ○
1.(2)a.雇主の現実社会負担 　 ○
1.(2)b.雇主の帰属社会負担 　 ○

2.財産所得（非企業部門） 　
2.(1)一般政府 　
2.(1)b.(a)配当（受取） 　 ○
2.(2)b.配当（受取） 　 ○
2.(3)b.配当（受取） 　 ○

3.企業所得（法人企業の分配所得受払後） 　
3.(3)c.持ち家 　 ○

4.国民所得 　 ○
(参考)民間法人企業所得（法人企業の分配所得受払前） 　 ○

付表 　
6 一般政府の部門別勘定 ○（各項目） ○
8 一般政府の目的別最終消費支出（名目） ○（各項目）
雇用者報酬 　 ○
現物社会給付等 　 ○

9 一般政府から家計への移転の明細表 ○
10 社会保障負担の明細表 ○
11 公的支出の会計別明細表

2.(1)a.中央①一般政府 　 ○
2.(1)a.中央②公的企業 　 ○
2.(1)b.地方①一般政府 　 ○
2.(1)b.地方②公的企業 　 ○
2.(1)C.社会保障基金 　 ○

19 制度部門別の純貸出／純借入
1.(1)非金融法人企業 　 ○
1.(2)金融機関 　 ○
1.(4)家計（個人企業を含む） 　 ○
1.(5)対家計民間非営利団体 　 ○

ストック編
Ⅱ 制度部門別勘定

3 一般政府
3.負債(2)株式以外の証券 　 ○
4.正味資産 　 ○

付表
1 国民資産・負債残高

1.(1)b.(a)住宅 　 ○
3 民間・公的別の資産・負債残高

1.(1)a.在庫 　 ○
5 対外資産・負債残高
対外資産 　 ○
対外負債 　 ○

6 金融資産・負債の残高
（１）総括表

負債残高／一般政府・株式以外の証券 　 ○
（５）一般政府の内訳

金融資産残高・中央政府 　 ○
金融資産残高・地方政府 　 ○
金融資産残高・社会保障基金 　 ○
負債残高・中央政府 　 ○
負債残高・地方政府 　 ○

支出側系列（各需要項目、雇用者報酬）

 

参考１ 経済財政部局において使用している「国民経済計算確報」の勘定・計数 
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参考２ 
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